
 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
初秋の候、皆様にはご健勝のこととお慶び申し上げます。 

 日頃から区画整理事業に多大なる御協力をいただき、ありがとうございます。 
さて、組合では越後山だより6号(2月15日発行)～8号(7月19日発行)で随時お知らせしてき

ました仮換地について、9月中旬より地権者の皆様に順次説明を行う事となりました。日時につ

きましては、組合より「仮換地説明会の御案内通知書」をお届け致します。 
   お忙しい所恐縮ですが、確認の上、御来所下さいます様、よろしくお願い申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
   

 
                                        
  

権権利利変変動動届届  
相続や土地・建物の売買等で、権利に変

動が生じた場合は、組合へ権利変動届を提

出して下さい。  
  
  
  

  

  
  

  
  

  
建建築築行行為為等等のの制制限限  

 土地区画整理法第 76条で建築行為等が制限さ

れています。皆様の土地での開発・建築・切土盛

土等による造成工事は仮換地終了までお待ち下

さいます様、御協力をお願い致します。 
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組合からのお願い 


